
1997年出土の木簡

２
　
調
査
期
間

5  4  3

奈良
・帝
献
墓
料
跡
ω

所
在
地
　
　
　
一
・
一
Ｔ

〓
一　
奈
良
市
法
華
寺
町
、
四
　
奈
良
市
横
領
町
、

五
　
奈
良
市
三
条
大
路
二
丁
目

発
掘
機
関

調
査
担
当
者

遺
跡
の
種
類

一
　

一
九
九
七
年

（平
９
）
七
月
―

一
〇
月
、
二

九
八
年

一
月
―
二
月
、
三
　
一
九
九
七
年

一
〇
月
―

月
、
四
　
一
九
九
七
年

一
一
月
―

一
九
九
八
年
三
月
、

一
九
九
七
年
五
月

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部

代
表
　
町
田
　
章

都
城
跡

一　
左
京
二
条
二
坊
十

・
十

一
坪
、
二
条
条
間
路

（第
二
人
一
次
調
査
）

こ
の
調
査
は
分
譲
住
宅
建
設
に
伴
う
も
の
で
、
面
積
八
七
〇
ポ
の
調
査
区
を

設
け
て
実
施
し
た
。
主
な
検
出
遺
構
に
は
、
二
条
条
間
路
Ｓ
Ｆ
七
〇
九
五
及
び

そ
の
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
、
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
、
門
Ｓ
Ｂ
七

一
一
〇
な

ど
が
あ
る
。

Ｓ
Ｆ
七
〇
九
五
は
路
面
幅
約

一
二
ｍ
、
側
溝
心
々
間
約

一
六

・
二
ｍ
を
測
る
。

Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
は
長
さ
約

一
一
〇
ｍ
に
わ
た
り
検
出
し
た
素
掘
り
の
東
西
溝

で
、
奈
良
時
代
中
頃
に
改
修
さ
れ
て
い
る
。
改
修
前
の
溝
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ａ
は
、

幅
約
三

・
八
ｍ
で
、
東
流
し
て
い
る
。
改
修
後
の
溝
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ｂ
は
、
幅

約
二

・
Ｏ
ｍ
で
西
流
し
、
当
初
の
流
水
方
向
と
は
逆
転
し
て
い
る
。
こ
の
改
修

は
門
Ｓ
Ｂ
七

一
一
〇
の
基
壇
が
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ａ
を
埋
め
立
て
た
上
に
築
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
の
門
の
造
営
に
伴
う
も
の
と
み
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｂ
七

一
一
〇
は
、
調
査
区
東
端
で
検
出
し
た
十
坪
の
南
に
開
く
門
で
、
二

条
条
間
路
と
東
二
坊
坊
間
東
小
路
が
Ｔ
字
に
交
差
す
る
地
点
に
面
し
て
い
る
。

基
壇
は
ほ
と
ん
ど
削
平
さ
れ
、
ま
た
、
南
西
の

一
部
を
調
査
し
た
の
み
で
あ
る

が
、
桁
行
三
間
、
梁
間
二
間
、
柱
間

一
五
尺
等
間
の
門
に
復
原
で
き
る
。
門
の

造
営
時
期
は
、
基
壇
構
築
の
際
に
埋
め
立
て
た
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ａ
か
ら
出
上
し

た
最
新
の
紀
年
木
簡
が
天
平
二
〇
年

（七
四
人
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以

後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
門
の
建
つ
位
置
や
、
造
営
時
期
か
ら
み
て
、
こ
の
門

は
、
北
に
占
地
さ
れ
た
法
華
寺
の
中
心
伽
藍

。
付
属
施
設

・
阿
弥
陀
浄
上
院
な

ど
を
含
め
た
寺
域
全
体
の
南
辺
中
央
部
に
設
け
ら
れ
た
門
と
考
え
ら
れ
る
。

五 一 九

６
　
遺
跡
の
年
代
　
入
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構

の
概
要

一
九
九
七
年
度
に
奈
良
国
立

文
化
財
研
究
所
が
行
な

っ
た
平

城
京
内
の
発
掘
調
査
で
は
、
次

の
五
件

全
ハ
ヵ
次
）
に
お
い
て

計
七
七
二
点
の
木
簡
が
出
土
し

た
。

(奈 良)



Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
は
、
約

一
三
ｍ
に
わ
た
っ
て
検
出
し
た
、
幅
約
四

・
六
ｍ
の

素
掘
り
の
東
西
溝
で
あ
る
。
堆
積
は
大
き
く
上
層
、
下
層
に
分
か
れ
る
。

木
簡
は
合
計
五
二
六

（壬
≡
じ
点

（括
弧
内
は
削
暦
。
内
数
。
以
下
同
）
出
土

し
た
。
内
訳
は
、
二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
か
ら
五
〇
二

（二
二
八
）

点
、
二
条
条
間
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
か
ら

一
五

（四
）
点
、
こ
の
他
出
土

地
点
不
明
の
も
の
が
九
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
北
側
溝
に
つ
い
て
は
、
下
層

の
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ａ
か
ら
、
四
七
五

（二
〇
九
）
点
、
上
層
の
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇

Ｂ
か
ら
人

（四
）
点
の
ほ
か
、
層
位
不
明
の
も
の
が

一
九

（
一
五
）
点
出
土
し

た
。
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
に
つ
い
て
は
、
下
層
か
ら
六

（一こ

点
、
上
層
か

ら
九

（
こ

点
出
土
し
た
。

な
お
、
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ｂ
か
ら
、
放
生
会
に
関
連
す
る
と
み
ら
れ
る
次
の
よ

(左図下端に続く)
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1997年出上の木簡

う
な
墨
書
を
底
都
外
面
に
も
つ
土
師
器
皿
が
出
土
し
た
。

「養
船
嶋

放
鳥
数
百
籠
馬
養
」

外
面
は
ナ
デ
調
整
を
、
内
面
は

一
段
の
放
射
暗
文
を
施
し
て
い
る
。

一
一　
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪

（第
二
人
九
次
調
査
）

こ
の
調
査
は
分
譲
住
宅
建
設
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
人

一
次
調
査
区
の

す
ぐ
南
に
あ
た
り
、
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪
を
東
西
に
三
分
す
る
地
点
を
含
む
。

調
査
面
積
は
約

一
人
三
ド
で
あ
る
。

検
出
し
た
主
な
遺
構
は
、
三
条
条
間
路
Ｓ
Ｆ
七
〇
九
五
及
び
そ
の
南
側
溝
Ｓ

Ｄ
七

一
〇
〇
、
奈
良
時
代
前
半
の
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
九
Ｏ
Ａ

・
Ｂ
、
同
じ
く
奈

良
時
代
前
半
の
掘
立
柱
建
物
Ｓ
Ｂ
七
二
九

一
・
七
二
九
二
、
奈
良
時
代
後
半
の

門
Ｓ
Ｂ
七
三
〇
〇
、
同
じ
く
奈
良
時
代
後
半
の
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
九
五
Ａ

・
Ｂ

な
ど
で
あ
る
。

Ｓ
Ｆ
七
〇
九
二
は
南
端
の
み
検
出
し
た
。
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
は
、
幅
四

・
五
ｍ
、

深
さ
〇

・
七
ｍ
の
素
掘
り
の
溝
。
土
層
は
大
き
く
上
層

・
下
層
に
分
け
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｄ
七
二
九
〇
Ａ
は
、
幅
○

・
四
ｍ
、
深
さ
〇

・
五
ｍ
の
素
掘
り
の
東
西
溝

で
あ
る
。
調
査
区
西
端
の
み
で
検
出
し
、
大
部
分
は
Ｓ
Ｄ
七
二
九
Ｏ
Ｂ
と
重
な

っ
て
い
る
が
、
本
来
は
調
査
区
を
東
西
に
貫
流
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

Ｓ
Ｄ
七
二
九
〇
Ｂ
は
、
幅

一
。
六
ｍ
、
深
さ
○

・
六
ｍ
の
素
掘
り
の
東
西
溝

で
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
七
二
九
〇
Ａ
と
同
じ
く
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
Ｏ
Ｏ
の
南
肩
か
ら
約

二

。
Ｏ
ｍ
の
間
隔
を
お
い
て
流
れ
る
。
Ｓ
Ｄ
七
二
九
〇
Ａ
を
拡
幅
し
て
調
査
区

西
端
で
北
折
さ
せ
た
も
の
。
土
層
は
大
き
く
上
層
、
下
層
に
分
け
ら
れ
る
。
上

層
は
人
為
的
な
埋
土
で
、
下
層
は
堆
積
土
で
あ
る
。
調
査
区
西
半
で
は
、
最
下

層
に
木
暦
を
多
く
含
む
砂
層
を
検
出
し
た
。
下
層
か
ら
郡
里
制
下
の
付
札
が
出

土
し
、
最
上
層
か
ら
奈
良
時
代
初
頭
の
土
師
器
が
出
土
し
て
い
る
の
で
、
比
較

的
短
期
間
で
埋
め
戻
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
十

一
坪
内
の
排
水
を
南
側左京二条二坊十一坪調査位置図 (113000)



溝
に
流
す
た
め
に
設
け
ら
れ
た
溝
と
思
わ
れ
る
。

Ｓ
Ｂ
七
二
九

一
。
Ｓ
Ｂ
七
二
九
二
は
、
い
ず
れ
も
十

一
坪
内
の
南
北
棟
建
物

で
、
桁
行
三
間
以
上
、
梁
間
二
間
で
、
柱
間
は
七
尺
等
間
で
あ
る
。
東
西
に
わ

ず
か
に
ず
ら
し
て
建
て
替
え
て
い
る
が
、
柱
穴
の
重
複
は
な
く
、
い
ず
れ
が
古

い
か
は
決
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
柱
を
抜
き
取
っ
た
後
に
、
後
述
す
る
Ｓ
Ｄ

七
二
九
二
Ａ
の
木
樋
を
据
え
て
い
る
。

Ｓ
Ｂ
七
三
〇
〇
は
、
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪
の
北
に
開
く
棟
門
で
あ
る
。
柱

間
約
三

・
九
ｍ

（
三
二
尺
）。
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
九
〇
Ｂ
を
埋
め
戻
し
た
後
に
築

か
れ
て
い
る
。
こ
の
門
の
存
在
か
ら
、
こ
の
東
西
延
長
上
、
つ
ま
り
Ｓ
Ｄ
七
二

九
〇
Ｂ
を
埋
め
た
上
に
十

一
坪
の
北
面
築
地
が
造
ら
れ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る

が
、
築
地
基
底
部
の
積
土
は
削
平
さ
れ
て
い
て
検
出
で
き
な
か
っ
た
。

Ｓ
Ｄ
七
二
九
五
Ａ
は
、
門
Ｓ
Ｂ
七
三
〇
〇
に
取
り
付
く
築
地
の
南
雨
落
溝
で

あ
る
。
調
査
区
中
央
部
分
で
は
幅
約
四
五
伽
、
現
存
長
約
四

。
Ｏ
ｍ
の
木
樋
を

設
け
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
幅
約
〇

・
六
ｍ
、
深
さ
約

一
五
卿
の
素
掘
溝
で

あ
る
。
木
樋
の
四
隅
に
沈
下
防
止
用
の
瓦
を
敷
い
て
い
る
が
、
う
ち

一
点
は
大

六
六
三
Ｃ
ｂ
型
式
の
軒
平
瓦
で
あ
り
、
木
樋
、
さ
ら
に
は
築
地
、
門
Ｓ
Ｂ
七
三

〇
〇
の
造
営
時
期
が
平
城
還
都
後
に
降
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

な
お
、
築
地
北
雨
落
溝
は
検
出
し
て
お
ら
ず
、
二
条
条
間
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
と
兼
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｄ
七
二
九
五
Ｂ
は
、
Ｓ
Ｄ
七
二
九
五
Ａ
を
北
に
ず
ら
し
て
付
け
替
え
た
も

の
。
調
査
区
中
央
部
で
は
幅
四
〇
卿
の
木
樋
を
設
け
て
い
る
。
北
側
板
は
現
存

A
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1997年出上の木簡

長
約
○

・
八
ｍ
で
あ
り
、
南
側
板
は
Ｓ
Ｄ
七
二
九
五
Ａ
の
木
樋
北
側
板
を
そ
の

ま
ま
用
い
て
い
る
。
木
樋
以
外
の
部
分
で
は
幅
〇

・
四
ｍ
、
深
さ

一
五
伽
の
素

掘
溝
で
あ
る
。

木
簡
は
合
計
三
二
点
出
上
し
た
。
内
訳
は
、

Ｓ
Ｄ
七
二
九
〇
Ｂ
か
ら

一
人

（
こ

点
、

Ｓ
Ｂ
七
二
九
二
の
柱
穴
か
ら

一
点
で
あ

Ｚ
や
。〓

一　
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪

（第
二

八
二
十

一
〇
次
調
査
）

こ
の
調
査
は
個
人
住
宅
建
設
と
駐
車

場
建
設
に
伴
う
も
の
で
、
南
北
に
近
接

し
た
二
つ
の
調
査
区
を
設
定
し
て
実
施

し
た
。
調
査
面
積
は
計

一
五
〇
♂
。
遺

存
地
割
で
は
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪
東

面
の
東
二
坊
坊
間
東
小
路
と
北
面
の
二

条
条
間
路
が
交
差
す
る
地
点
、
及
び
交

差
点
の
西
南
部
分
の
坪
内
に
あ
た
る
。

検
出
し
た
主
な
遺
構
は
、
東
二
坊
坊

間
東
小
路
Ｓ
Ｆ
七
二
人
Ｏ
及
び
そ
の
西

側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
一
五
、
二
条
条
間
路
南

側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
、
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
　
．

Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
か
ら

一
三
点
、

二
七
四
、
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
七
〇
、
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
七

一
、
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
七

二
七
三
、
土
坑
Ｓ
Ｋ
七
二
七
六
な
ど
が
あ
る
。

東
二
坊
坊
間
東
小
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
一
五
は
上
端
幅
二

・
Ｏ
ｍ
、
底
部
幅

一
・
四
ｍ
、
深
さ
約
○

・
七
ｍ
の
南
北
溝
で
あ
る
。

‥
―

〔北区】

【南区】
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Ｓ
Ｄ
七
二
七
四
は
幅
〇

・
八
ｍ
、
深
さ

一
五
伽
の
東
西
溝
で
、
北
区
の
中
程

で
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
一
五
に
流
れ
込
ん
で
い
る
。
底
部
に
は
直
径
二
〇
釦
前
後

の
浅
い
く
ぼ
み
が
連
続
し
て
お
り
、
底
石
を
抜
き
と
っ
た
痕
跡
と
も
考
え
ら
れ

る
。
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
一
五
の
東
側
は
東
二
坊
坊
間
東
小
路
の
路
面
敷
Ｓ
Ｆ
七

二
人
○
に
あ
た
る
。
や
や
東
に
向
か
っ
て
高
く
な
っ
て
い
る
が
、
舗
装
を
施
し

て
い
た
形
跡
は
な
い
。

三
条
条
間
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
に
つ
い
て
は
溝
の
南
肩
を
検
出
し
た
に

と
ど
ま
る
。
溝
の
堆
積
土
は
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
一
五
と

一
体
と
な
っ
て
い
る
。

南
北
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
七
〇
は
西
側
溝
の
西
肩
か
ら

一
・
九
―
二

・
Ｏ
ｍ
の
間
隔

を
お
い
て
西
に
あ
る
、
断
面
が
箱
形
の
南
北
溝
で
、
北
端
は
西
に
延
び
る
東
西

溝
Ｓ
Ｄ
七
二
七

一
に
接
続
す
る
。
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
七
四
よ
り
も
古
い
。
幅
四

〇
―
六
〇
卿
、
深
さ
は
二
五
釦
ほ
ど
で
、
北
区
の
中
で

一
。
二
ｍ
の
間
途
切
れ

て
お
り
、
こ
の
部
分
に
向
か
っ
て
南
北
か
ら
溝
底
が
次
第
に
浅
く
な
っ
て
い
る
。

溝
の
中
に
は
南
区
で
薄
い
板
材
が
重
な
っ
た
状
態
で
埋
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
平

城
宮
Ｉ
期
な
い
し
Ⅱ
期
に
属
す
る
時
期
の
上
師
器
片
が
多
く
出
上
し
た
。

東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
七

一
も
二
条
条
間
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
の
南
肩
か
ら

約
二
ｍ
の
位
置
に
あ
る
。
こ
の
Ｌ
字
形
に
続
く
溝
は
、
道
路
側
溝
の
内
側
で
十

一
坪
を
囲
む
施
設
と
推
定
さ
れ
る
。

Ｓ
Ｄ
七
二
七
三
は
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
一
五
の
西
肩
か
ら
三

。
一
―
三

・
六
ｍ

の
間
隔
を
お
い
た
位
置
に
あ
る
、
幅
八
〇
―

一
二
〇
ｃｍ
、
深
さ
約
二
〇
伽
の
南

北
溝
で
あ
る
。
こ
の
溝
は
小
路
西
側
溝
と
の
間
に
想
定
さ
れ
る
築
地
塀
の
西
側

雨
落
溝
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
築
地
塀
想
定
位
置
に
は
築
地
の
痕
跡
は
な
く
、
浅
い
不
整
形
の

上
坑
Ｓ
Ｋ
七
二
七
六
が
あ
り
、
木
簡
や
木
製
品
な
ど
が
腐
植
質
土
と
と
も
に
堆

積
し
て
い
た
。

木
簡
は
合
計
五
四
全

）点
が
出
上
し
た
。
内
訳
は
、
東
二
坊
坊
間
東
小
路
西

側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
一
五
か
ら
四

一
盆

）点
、
土
坑
Ｓ
Ｋ
七
二
七
六
か
ら
六
点
、
東

西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
七
四
か
ら
三
点
の
ほ
か
、
出
土
遺
構
不
明
の
も
の
四
点
が
あ
る
。

四
　
右
京
三
条

一
坊
三

。
四
坪

（第
二
八
八
・
二
九
〇
次
調
査
）

こ
の
調
査
は
工
場
改
築
に
伴
い
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
地
は
平
城
宮

の
南
端
か
ら
四
〇
〇
ｍ
南
に
位
置
す
る
。
調
査
は
第
二
人
入

。
二
九
〇
次
の
二

次
に
わ
た
っ
て
行
な
い
、
総
面
積
は
約
二
〇
〇
〇
ポ
で
あ
る
。

第
二
人
八
次
調
査
区
は
北
区
と
南
区
に
分
か
れ
る
。

北
区

（約
四
〇
〇
ぽ
）
で
は
、
朱
雀
大
路
と
三
条
条
間
南
小
路
の
交
差
点
の

検
出
を
目
的
と
し
、
朱
雀
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
二
六
〇
〇
、
そ
の
西
側
に
想
定
さ

れ
る
三

・
四
坪
東
辺
築
地
塀
西
側
の
南
北
濤
Ｓ
Ｄ
二
六

一
人
、
三
条
条
間
南
小

路
Ｓ
Ｆ
二
六
二
三
、
及
び
こ
の
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
二
六
二

一
、
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
二
六
二

二
の
ほ
か
、
溝
三
条
な
ど
を
検
出
し
た
。

こ
の
う
ち
Ｓ
Ｄ
二
六
〇
〇
は
奈
良
時
代
を
通
じ
て
機
能
し
た
。　
一
方
、
三
条

条
間
南
小
路
は
当
初
造
ら
れ
ず
、
三

・
四
坪
東
辺
を
Ｓ
Ｄ
二
六

一
人
が
貫
流
し

て
お
り
、
少
な
く
と
も
三

・
四
坪
は

一
括
し
た
占
地
が
行
な
わ
れ
て
い
た
ら
し

い
。
そ
の
後
、
三
条
条
聞
南
小
路
を
設
け
て
こ
の
部
分
の
Ｓ
Ｄ
二
六

一
人
を
埋
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め
、
三

・
四
坪
は
分
割
さ
れ
る
。
但
し
、
三
条
条
間
南
小
路
東
端
の
朱
雀
大
路

西
側
濤
Ｓ
Ｄ
二
六
Ｏ
Ｏ
を
渡
る
部
分
に
橋
が
設
け
ら
れ
た
よ
う
な
痕
跡
は
な
い
。

南
区

（約
エハ
○
○
ポ
）
は
四
坪
内
の
宅
地
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
、
塀
二
条
、
掘
立
柱
建
物
七
棟
、
溝
二
条
、
井
戸
三
基
、
土
坑
二
基

な
ど
を
検
出
し
た
。

第
二
九
〇
次
調
査
区
は
、
東
区
と
北
西
区
に
分
か
れ
る
。

東
区

（約
九
〇
〇
〆
）
は
、
三
坪
内
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
朱
雀
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
二
六
〇
〇
の
ほ
か
、
塀
五
条
、
掘
立
柱
建
物
四

棟
、
溝

一
条
な
ど
を
検
出
し
た
。

北
西
区

（約

一
〇
五
∬
）
は
、
西

一
坊
坊
間
東
小
路
の
検
出
を
目
的
と
し
、

同
小
路
Ｓ
Ｆ
二
六
四
二
、
及
び
そ
の
東
側
溝
Ｓ
Ｄ
二
六
四
〇
、
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
二

六
四

一
な
ど
を
検
出
し
た
。

第288次調査北区遺構平面図 (1:400)
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こ
の
う
ち
、
木
簡
は
、
第

二
人
八
次
北
区
及
び
第
二
九

〇
次
東
区
の
朱
雀
大
路
西
側

溝
Ｓ
Ｄ
二
六
〇
〇
か
ら
合
計

二

一
点
出
土
し
た
。
Ｓ
Ｄ
二

六
〇
〇
は
、
幅
約
三

・
Ｏ
ｍ
、

深
さ
約
○

・
九
ｍ
で
、
両
岸

に
部
分
的
に
護
岸
の
杭
が
残

っ
て
い
た
。

五
　
左
京
三
条

一
坊
十
四
　
　
　
　
　
　
一　
　
　
　
　
　
　
一

坪

（第
二
八
二
十
三
次
調
査
）

こ
の
調
査
は
店
舗
建
設
の
事
前
調
査
で
あ
る
。
左
京
三
条

一
坊
十
四
坪
東
辺

の
ほ
ぼ
中
央
部
に
あ
た
る
位
置
に
、
南
北
二
つ
の
調
査
区
を
設
定
し
た
。
検
出

し
た
主
な
遺
構
は
、
東

一
坊
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
で
あ
る
。
こ
の
溝
は

一
九
九
七
年
度
の
第
二
七
四
次
調
査

（平
城
宮
小
子
門
南
の
東
面
大
垣
の
調
査
。
本

号
六
買
、
山
下
信

一
郎

「奈
良
・
平
城
宮
跡
」
参
昭
Ｓ
、　
一
九
六
五
年
度
の
第
三
二

次
調
査

（平
城
宮
東
南
隅
の
調
査
）、　
一
九
九
二
年
度
の
第
二
三
四
十
九
次
調
査

（左
京
三
条
一
坊
十
六
坪
東
辺
の
調
査
。
本
誌
第
一
五
号
）、　
一
九
七
九
年
度
の
第

一

一
八
十
八
次
調
査

（左
京
三
条
一
坊
十
五
坪
東
辺
の
調
査
。
本
誌
第
二
号
）
な
ど
で

木
簡
が
出
土
し
た
濤
の
下
流
に
あ
た
る
。
土
層
は
大
き
く
二
層
に
分
か
れ
る
。

木
簡
は
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
の
下
層
を
中
心
に

一
三
九

（
〓
一
３

点
が
出
上
し
た
。

|       |

|

第290次調査南区

遺構平面図 (1:400)
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木
簡
の
釈
文

。
内
容

一　

左
京
二
条
二
坊
十

・
十

一
坪
、
二
条
条
潤
路

（第
二
人
一
次
調
査
）

二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
七
０
九
〇
Ａ

〔
野
守
≧

「符
□
□
□

〔随
到
　
進
ヵ
〕

「
□
□
而
□

「
宿
侍

司

人

難
妨
呂
火
司

穂
功
足

六
月

八

日
」
醤

Ｘ
じ

溢

ｏＨ

「後
宮
務
所

任
大
見
治
人
氷
乱

〔閏
ヵ
〕

「
　
　
日
――
□
□
九
月
二
日
□

　
　
　
　
（≦
ｙ
ａ
ｙ
］
霞

ｘ

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回

(4)

進
上
ｏ
御
倉
條
架
八
枝
又
御
垣
□
木
二
枝
合
十
枝
□

⑤
　
。
□
炭
三
石
薪
二
荷
井
五
荷
進
上
上

〓
東
謀
Ｈ
人
□
炭
同
国

「鯨
　
ｏ
　
　
エハ
年
四
月
十
六
日
木
守
角
万
呂

上
椿
事
　
合
格
弐
拾
荷

ＯＯ

〔
付
己

　

　

　

〔
神
亀
六
ヵ
〕

□
神
人
荒
尾
　
□
□
□
年
三
月
十
七
日
大
生
日
□
」

（
Φ
∞
）
×

（
］
６
）
×
∞
　
ｏ
∞
μ

］
卜
時
〉〈
］
『
〉〈
卜
　
　
Ｏ
Ｐ
牌

」

（
］
］
∞
）
×
∞
¨
×
呻
　
ｏ
Ｐ
Φ

l121   1111

日

日

　

」

□
　
　
□
□
□
」

］
ｏ
∞
×

（
Ｐ
Φ
）
×
〕
　
ｏ
∞
μ

（
Ｐ
⇔
卜
）
×

（
μ
∞
）
×
卜
　
ｏ
∞
牌

亀
□
年
四
回
則
則
弐
拾
検
玖
弐
畢
□
□
鯨
儀
□
両
畢
□
両
弐

『在
』
（重
書
）
　
　
　
　
　
　
校
　
　
　
　
』
」

金
『
９

×
∞
∞
×
伽
　
⇔
μ
Φ

。
「進
上〔貨
力
〕

。
「
□
□
子

①

　

九
月
七
日
角
万
呂
」

×
国
駿
河
郡
古
家
□

・
回
屍
推
戸
』

□
兵
衛
少
少
初
位

『請
数
』

『口
回
』
　
　
　
　
　
　
」

ぼ
ヵ〕
酢
　
　
」
　

（曼
曼
轡

〔廣
ヵ
〕

「□
滞
郡
下
長
倉
里
梗
春
俵
＜
」
　
　
　
　
　
Ｐい蒙
Ｐ巽
い
ｏ駕

〔
壁
ヵ
〕

「尾
張
国
丹
羽
郡
回
□
里
白
米
五
斗
」
　
　

　

〕『受
牌巽
∞
ｇ

「駿
河
郡
古
家
里
春
日
マ
麻
々
呂
調
堅
魚
十

一
回
（
］
〇
卜
）
×
］
中
×
∞
　
ｏ
∞
Ｐ

（
∞
牌
）
×
Ｎ
ｏ
×
卜
　
ｏ
∞
騨
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「
＜
近
江
国
浅
井
郡
益
日
回
」

「
＜
□
□
□
□
□
□
　
　
　
」

〔
井
ヵ
〕

「
＜
近
江
国
□
□

×

」

〔
里
ヵ
〕

「
＜
浅
井
郡
新
家
□
　
」

〔錦
ヵ
〕
　

〔
勝
ヵ
〕

「
＜
□
主
寸
石
□
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ∞巽
Ｐ泉
］
霊

「近
江
国
伊
香
郡
余
領
郷
戸
主
栗
田
臣
船
麻
呂
戸
栗
田
臣
＝

＝
牛
麻
呂
庸
米
」

「
一
俵
　
　
　
　
天
平
廿
年
九
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
＝

ＷＷ　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］騨φ×
］∞×
∞　　ｏ伽Ｐψｒ

「
＜
美
濃
国
不
破
郡
□
回
里
勝
族
百
足
庸
□
」

「
＜
十
九
汁
九
回
□

『
十

九

対

九

』

（
刻

書

一
百

ル

重

書

）
　

　

　

」

岸
Φ
撰

］
受

ヽ

Φ
駕

〔
〓
一ヵ
〕

「
＜
□
野
国
本
楳
郡
栗
栖
田
郷
刑
マ
石
寸
」

「
＜
　
庸
米
六
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　

い『受
］支
∞
霊

］
ｏ
∞
×

］
卜
×

∞
　

ｏ
∞
］

騨
∞
〕
×

］
Φ
×

∞
　

ｏ
∞
∞

201911②931961   00 90

「
＜
美
濃
国
山
県
郡
畑
マ石
酬
万
呂
三
斗
　
」

「
＜
守
マ
阿
止
見
三
斗

右
六
斗
　
　
　
」
　

岸Φ巽
∞泉
釦

〔
千
ヵ
〕

一右癖百巳遅戦爺押随順隠躙唯
脂陥昭胆Ш田市中　　Ｐ３×Ｎ×ト

〔
エハ
ヵ
〕

「
＜
越
中
国
羽
昨
郡
邑
知
郷
衛
士
乃
止
臣
吉
万
呂
」

「
＜
銭
六
百
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」μ”μ×
ＰΦ×
６

「
＜
越
中
国
鳳
至
郡
小
屋
郷
宮
作
衛
士
群
副
文マ
牛
甘
」

「
＜
　
　
　
　
天
平
十
年
十
二
月
十

一
日
　
　
　
　
」

］
ｏ
］
×
］
り
×
伽

「青
海
焔酔
肥
里〔酢
酔
熙
酢
配
豊
〔
亀
ヵ
〕

六
斗
神
□
×

（
μ
〕
∞
）
×

］
∞
×

ト

Ｎ
Ｐ
∞
×

中
ｏ
×

伽

「
＜
丹
波
国
氷
上
郡
春
マ
里
生
マ
真
君
俵
＜
」

＜
丹
波
国
氷
上
郡

〔
国
ヵ
〕

＜
　
廣
回
　
　
口
回
　
　
　
　
　
　
　
　
（騒
）益
〕益

ｏ路
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「
＜
丹
波
国
何
鹿
郡
文
井
郷
槻
本
里
剛
田
波マ
助
粁

一
一人
六
斗
＜
」

時
ヽ
”
×

］
伽
×

∽
　

ｏ
∞
ｐ

「
＜
佐
須
里
伊
支
須
二
半
」

〔
廣
庭
力
〕

「上
岡
里
人
ロ
マ
ロ
ロ

・
×
郡
法
太
里
＜
」

。

国
人
俵
　
＜
」

。
「
＜
美
作
国
真
嶋
郡
□

。
「
＜
　
　
　
　
　
天
平
×

「
＜
備
前
国
乾
意
吐
壱
斗
伍
升
＜
」

。
「
＜
備
前
国
大
来
郡
人
浜
里
御
調

。
「
＜
魚
謄

一
斗
五
升

「
＜
安
芸
国
佐
伯
郡
中
国
□
□

＝

！

「
＜
周
防
国
大
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
溢
巽
伽
Φ毬

「淡
路
国
御
原
郡
□
□
里
日
Ｈ
Ｈ
川
Ｈ
Ｈ
回
」
］Ｐ受
０
添

ｏ解

Ｐ
い
∞
×

ω
∞
×

卜
　

ｏ
∞
］

（
ド
ト
〇
）
×

μ
『
×

∞
　

ｏ
釦
Ｐ

（∞
卜
）
×
ω
ω
×
卜
　
ｏ
∞
Φ

（
∞
Φ
）
×

（
Ｐ
ヽ
）
×

伽
　

ｏ
∞
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「
＜
阿
波
国
板
野
郡
田
上
郷
」

「
＜
戸
主
宗
何
マ
麻
呂
庸
米
」

「
＜
阿
波
国
板
野
郡
□
□
□
□
回

〔
阿
波
畠

板
野
ヵ
〕

「
＜
□
□
国
□
□
×

「
＜
同
Ｈ
Ｈ
日
日
□

μ
Ｎ
ω
〉〈
∞
］
〉〈
釦
　
　
〇
∞
ω

（
Ｐ
卜
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）
×

（
μ
Φ
）
×
ω
　
ｏ
∞
Φ

（
鸞
し

×

含
じ

×
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ｏ
毬

〔高
井
郷
ヵ
〕

□
郡
回
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
」

【家
里
物

マ
ヵ
〕
〔俵
ヵ
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
（菫
×
］粟
い
ｏ毬

「
＜
阿
波
国
名
方
郡
佐
濃
郷

」

「
フく
　
　
　
　
　
一川
舒
称
舗
Щ
菱
歴
Ｔ
節
帝
客
凸
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕∞⇔
×
中］
×
６
　
ｏ∞∞

〔
会
ヵ
〕

「
＜
讃
岐
国
香
川
郡
成
□
秦
公
表
＜
」
　
　

　

騨ω契
］支
卜
霞

「讃
岐
国
多
度
郡
御
井
郷
神
奴
鳥
庸
米
六
半
」

「
　

　

　

　

　

神

亀

五

年

　

　

　

　

　

　

　

」

篤
叉

Ｐ
巽

『

露

半

□
□
郡
旦
地
郷
川
音
里
」

庸
米
六
斗
　
　
　
　
　
」

（
蔦

じ

×
誤

×
卜
　

〓

Φ
　

　

３
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＜
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比
之
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枚
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□
呂

庸
米
六
斗
」
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。
「
＜
□
斗
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
岸伽受
］斐
］

「□
ロ
マ
富
子
工
半
私
マ
枚
石

一
斗
井
六
斗
」
で
Ｘ
ё
巡

。
日
Ш
　
□
　
　
一声
主
春
マ
公
酒
人
五
斗
＜
」

。
　

　

　

　

　

□
　
　
　
　
　
　
　
　
＜
」

鶴
反
ｅ
Ｘ
ト

〔執貝
生
ハヵ
】
斗
力
〕

「□
□
日
日
――
日
回
」

「
天
平
十
年
九
月
　
」

五
斗

和
銅
八
年
八
月
八
日
＜
」

〔
五
半
ヵ
〕

□
□
□
□
□
年
人
月
十

一
日
＜
」

「
＜
□
部
□
回
麻
呂
進
交
易
銭

一
貫
」

「
＜
　
校
九
部
嶋
守

一
一月
十
九
日

」

「
＜
　
七
十
二
文

店
□
□
十
六
文

」

「
＜
　
市
□
十
三
文

合
百
十

一
文
」

「
＜
六
百
十
人
文
」

〔
銭
廿
己

□
回
□
□
文
」

□
□
万
呂
」

「ノ＼飢嚇けぃヵ〕〓一獅一」

「
＜
左
衛
士
府
＜
」

「右
大
殿
＜
」

側

・

冨

平

日

Ｈ

Ｉ Ｉ

鵠

邸

1501 491   佳81

×
里
大
□
□

一
回
五
＜
」

「
＜
度
田
里
廷

一
連
」

同
国
嶋

一
俵
＜
」

「
＜
五
斗
七
升

・
□
部
郷

『同
国
』

・

日

日

□
国
首
郷

含

］
『
）
×

（
ド
ト
）
×

⇔
　

ｏ
∞
Φ

〕
卜
沖
×

］
『
×

伽
　

ｏ
∞
］
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沖
∞
Ｎ
×

］
『
×

い
　

ｏ
∞
］

（
μ
Ｐ
∞
）
×

］
］
×

⇔
　

ｏ
Ｐ
Φ

（
∞
Φ
）
×
Ｎ
Φ
×
伽
　
ｏ
∞
Φ

（
〕
出
い
）
×
］
Φ
×
頓
　
ｏ
∞
Φ

（
『
∞
）
×
（
騨
騨
）
×
卜
　
Φ
∞
Ｐ

（
∞
Φ
）
×
］
ｏ
×
伽
　
ｏ
釦
Φ
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μ
∞
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∞
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伽
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（
ｐ
卜
の
）
×
］
Φ
×
伽

Ｐ
∞
『
×

］
］
×

∞
　

ｏ
∞
Ｎ

Ｐ
〕
Φ
×

］
ω
×

ド
　

Φ
∞
］

牌
μ
卜
×

］
Ｎ
×

ω
　

ｏ
∞
］

（
『
∞
）
×

（
∞
）
×

］

ｏ
∞
騨

『
ｏ
×

Ｎ
ｏ
×

］

⇔
∞
］

Φ
⇔
×
耐
『
×

ヽ
　

ｏ
∞
μ

μ
μ
釦
×

Ｐ
∞
×

卜
　

ｏ
∞
］
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。
「
＜
耳
中
マ
百

。「＜右
八
月〔剛
紀

「
＜
七
気
丸
求
給
遣
元
離
中
九
ホ
在
＜
」

□

比
売
太
利
　
破
奈
利
古
　
米
　
宇
□

□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□

〔
日
ヵ
〕

〔
板
釘
ヵ
〕

囚
一
寸
ヵ
〕

。
「
。子
木
堅
□
□
六
長
□
□
ｏ
同
Ｈ

・
「
ｏ

「束

十
四
日
不

十
回
□
参
束

廿
日
同
回
」

＝

廿

∞
Φ
Φ
×
牌
∞
×
∽
　
ｏ
ω
釦

「日
――
□
五
十
四
□
□
　
学副
軽
マ
黒
栖
六
十
」

解
受
∞受
ト
ロ

〔合
ヵ
〕

□
女
若
子
人
□
三
斗
　
　
日
回
」
　
　

　
　

（昼
Ｘ
ｅ
益

ｏ驚

「沓
部
【酔
肥
呂
鑓
二
鍬

一

口
　
□
　
□
　
　
□
　
　
　
　
　
　
　
　
（亀
ｙ
ｅ
Ｗ
卜
霞

・
日
回
万
呂
　
宇
万
呂
　
大
食
　
小
熊

・　
　
　
　
大
村
　
　
　
右
五
人
　
　
　
　
（醤
×
］受
］
霞

〔釘
ヵ
〕

。
板
附
平
釘
廿
八
長
人
分
　
配
Ｍ
‐‐―‐
剛
Ｈ
□

０　　　　　　　　　　　　」

（
い
Φ
）
×

］
Φ
×

卜
　

Φ
∞
Φ

］
］
Ｎ
×

Ｎ
Ｎ
×

∞
　

ｏ
ヽ
∞

（
Ｎ
Ｏ
り
）
×
］
Φ
×
卜
　
ｏ
∞
岸

Ｐ
∞
Ｎ
×

（
騨
μ
）
×
伽
　
Φ
∞
Ｐ

Ｏ
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回
□
□
□

（刻
線
）

剛嚇翻醐翔船　硼一蕪輔難万

□
□
比
日
――
□

　

日
―十
日

□
夜
麻

連
益
国

「大
原
史
栗
栖
万
呂

「
『□
□
□
□
□
』

□
　
□
□
□
大
麻
呂
」

一位
力
〕

□

（
碑
〇
ド
）
×
μ
∞
×
］
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８
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μ
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］
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従
人
位
上
上
毛
野
□
□

□

「神
人
部
□
　
（表
面
）

〔神
ヵ
〕

「　
　
　
□
　
（裏
面
）

「　
□
□

　

（右
側
面
）

大
容
波
女

□
□
□
□
□

「大
私

「大
生
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∞
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ｘ
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ノ
他
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剖
り
残
リ
ノ
墨
痕
ア
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南
道
道〔酔
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ご
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郎
哩

【
掃
Ｌ
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〕

「
□
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墾

〔
謹

啓
ヵ
〕

企
ｅ
ｘ
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ｅ
ｘ
”　
一冨
」

金
●
×
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）・挟
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輪
勧
劉
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□
国
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日
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〔
日
受
ヵ
〕

□
□
□
□

□
　
脳
　
汁
　
□
＞

脳

購
隅

――‐
　
―
　
□

×
　
準

〔而
ヵ
〕

□
道
而
而
道
道
而
而
而
□
□
回

□
□
□
刀
支
受

〔
司
ヵ
〕

□
波
郡
□

〔
日
置
君
畠

麻
ヵ
〕

□
□
□
口
□

〔亥
ヵ
〕

巳
午
未
申
酉
成
□

千
千
千
千
　
□

林
□
林
林
林

薬
回
□

Ｏ
Φ
〕

Ｏ
Φ
Ｐ

二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ｂ

〔
銅
≧

【
九

月
≧

□
□
□
年
□
□

出
土
地
点
不
明

ｍ

　

　

干
磯
マ
刀
良
□
　
　
玉
作
マ
五
百
足

□

〔鮮
ヵ
〕

⑩

　

「
ｏ
甲
第
五
臨
受
五
□
　
一二

三
条
条
間
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
上
層

⑩
　
・

。

日

日

ｍ
　
。
「

ぎ
加
□
昭
陥
ぃ邸
絶
叫ヵ〕

硼
　
。
「秦
足
人
恐
々
頓
首
啓
□
□
□
□
侍
者
右
令
□
須
来
月
望
」

〔
葉
件
尊
宅
ヵ
〕

。
「回
□
□
□
享
恩
沢

神
亀
元
年
　
　
　
〔日
と

七
月
十
九
回
日
――
□
」

。「□
□
回
□〔酢
Ｍ
固
□

Ｏ
Φ
］

同
国
含
∞
⇔
）
×

含

じ

×
『
　
ｏ
∞
岸

（
滋

じ

ｘ

命

）
×
伽
　
ｏ
曽

］
Φ
牌
×

∞
ｏ
×

い
　

ｏ
Ｐ
μ

〔奉
ヵ
〕

□
上
物

マ
宮
万
呂

日
□

　

日
□

（
騨
『
『
）
×

（
Ｐ
Ｏ
）
×
『
　
ｏ
∞
Ｐ

日
□

廿
四
日
幸
行
□（畔∞
⇔
）
×
Ｐ⇔
×
卜
　
ｏ
伽Φ



×
印
踏
獅
士τ
×

「鮭
三
隻
□

□
古
万
呂
」

上
十

丈
マ
（
□
」

（
さ

じ

×
∞
×
『
　
ｏ
お

。
『立
口
日
日
日
日

日
日
日
日
国
Ｙ
〓
』

（
Ｐ
］
『
）
×
Ｐ
い
×
∞
　
Φ
∞
］

ω
　
　
「
書

□
」

（
コ
ノ
他
、
表
裏
二
人
面

・
動
物
画
ナ
ド
ア
リ
）
ヽ
い
ｏ
×
卜
Φ
×
ｏ
　
ｏ
μ
Ｐ

Ｓ
Ｄ
七
〇
九
Ｏ
Ａ

（改
修
単Ｕ

出
上
の
木
簡
で
は
、
年
紀
を
記
し
た
も
の
と

し
て
、
⑦
の
和
銅
八
年

（七
一
五
）、
⑬
の
神
亀
五
年

（七
二
八
）、
側
の
榊

〔
亀

ヵ
〕
（七
一
一四
―
七
一
一九
）、
∽
い
⑩
の
天
平
二
〇
年

（七
四
人
）、
⑪
の
天
平
…

（七
二
九
―
七
六
七
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
含
め
、
郡
里
制
下

（大
宝
元
年

〔
七

〇
一
〕
―
霊
亀
一一一年

〔七

一
七
）

の
年
紀
ま
た
は
地
名
表
記
を
も

つ
も
の
が
九
点
、

郡
里
制
ま
た
は
郡
郷
里
制
下

（大
宝
元
年

〔七
〇

こ

―
天
平

一
二
年

〔
七
四
〇
）

の
も

の
が
四
点
、
郡
郷
里
制
下

（霊
亀
三
年

〔七

一
七
〕
１
天
平

一
二
年

〔
七
四

〇
）

の
も
の
が
五
点
、
郡
郷
里
制
ま
た
は
郡
郷
制
下

（霊
亀
三
年

〔七

一
七
〕

―
）
の
も
の
が
九
点
、
郡
郷
制
下

（天
平

一
二
年

〔
七
四
〇
〕
―
）
の
も
の
が
三

点
あ
る
。
こ
れ
ら
の
分
布
を
み
る
と
、
調
査
区
中
央
部
の
約
四
〇
ｍ
の
範
囲
で

大玉
伴作
得□
□回

日日
□□

（
∞
］
）
×
］
伽
×
卜
　
ｏ
∞
Ｐ

（
⇔
嗚
）
×
］
ｏ
×
卜
　
⇔
μ
Φ

は
郡
郷
里
制
以
後

（七
一
七
―
）
の
も
の
が
集
中
し
、
郡
里
制
の
も
の
が
み
ら

れ
な
い
の
に
対
し
、
そ
の
他
の
地
区
は
ほ
と
ん
ど
郡
里
制
の
も
の
で
占
め
ら
れ

る
と
い
う
際
だ
っ
た
偏
り
を
示
す
。

内
容
を
み
る
と
、
後
宮
務
所
か
ら
の
文
書
木
簡
０
が
注
目
さ
れ
る
。
文
意
は

不
明
で
あ
る
が
、
「後
宮
」
の
語
が
律
令
の
規
定
通
り
用
い
ら
れ
て
い
た
と
す

る
と
、
妃
、
夫
人
、
鱈
を
指
す
。
出
土
し
た
の
が
現
法
華
寺
、
つ
ま
り
藤
原
不

比
等
邸
の
す
ぐ
南
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
立
后
前
に
こ
こ
に
居
住
し
て

い
た
聖
武
夫
人
藤
原
光
明
子
に
あ
た
る
可
能
性
が
高
く
、
こ
の
木
簡
は
光
明
子

の
家
政
機
関
か
ら
発
給
さ
れ
た
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
以
上
の
推

定
が
正
し
け
れ
ば
、
日
付
が

「関
九
月
二
日
」
と
す
る
と
神
亀
四
年

（七
一
一七
）

以
外
に
可
能
性
は
な
く
、
光
明
子
が
皇
子
を
出
産
す
る

（閏
九
月
二
九
日
）
直

前
で
あ
る
。
他
に
光
明
子
に
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
「右

大
殿
」
と
記
し
た
付
札
∞
が
あ
る
。
こ
れ
が
右
大
臣
を
指
す
と
す
れ
ば
、
藤
原

不
比
等
、
長
屋
工
あ
る
い
は
藤
原
武
智
麻
呂
が
候
補
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
付
札
が
多
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
貢
進
地
別
に
み
る
と
、
駿
河
国

駿
河
郡
古
家
里

（⑫
④
）、
近
江
国
浅
井
郡

（⑭
⑮
⑭
）、
丹
波
国
氷
上
郡

（釣

⑭
）、
阿
波
国
板
野
郡

（⑭
∽
∽
）
に
偏
り
が
あ
る
。
税
目
を
み
る
と
、
庸
米
付

札

（口
明
⑬
何
⑬
御
⑭
⑭
な
ど
明
記
さ
れ
た
も
の
人
点
、
そ
の
他
可
能
性
の
高
い
も
の

四
占
じ
が
多
い
。
こ
れ
に
は
越
中
国
衛
士
養
銭
付
札
②
の
も
併
せ
て
考
え
る
ベ

き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
い
に
み
え
る

「宮
作
衛
士
」
は
、
宮
の
造
営
に
携
わ
る

べ
き
衛
士
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
軍
防
令
第

一
一
条
衛
士
上
下
条
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の

「即
非
別
勅
、
不
得
雑
使
」
の
規
定
と
の
関
わ
り
で
注
意
さ
れ
る
。

こ
の
他
、
宿
直
を
報
告
す
る
文
書
木
簡
②
、
造
営
資
材
に
関
す
る
木
簡
ω
働

⑩
、
左
衛
士
府
関
係
の
付
札
①
、
薬
の
封
絨
木
簡
旬
、
論
語
の
習
書
⑫
∞
、
銭

付
札
な
ど
銭
に
関
す
る
も
の
⑩
⑩
①
∽
が
注
意
さ
れ
る
。
な
お
、
①
の
銭
付
札

に
み
え
る
丸
部
嶋
守
は
、
正
倉
院
文
書
に
天
平

一
一
年

（七
一一一九
）
か
ら
天
平

二
〇
年

（七
四
人
）
頃
に
か
け
て
経
師
な
ど
と
し
て
み
え
る
人
物
と
同

一
人
か
。

ｍ
に
み
え
る

「耳
中
」
は
後
に

「紀
」
に
改
め
ら
れ
た

（『続
日
本
紀
』
宝
亀
四

年
五
月
辛
巳
条
）
が
、
『続
日
本
紀
』
以
外
の
史
料
で
は
こ
れ
が
初
出
で
あ
ろ
う
。

０
裏
面
の

「年
」
は
則
天
文
字
を
用
い
る
。

Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ｂ

（改
修
後
）
か
ら
は
和
銅
□
年
九
月
と
み
ら
れ
る
年
紀
を

も
つ
⑩
が
出
上
し
た
。
削
婿
で
あ
り
、
木
簡
作
成
の
日
付
を
示
す
か
否
か
は
不

詳
。
Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
で
は
、
上
層
か
ら
神
亀
元
年

（七
一
一四
）
の
年
紀
を
も
つ

文
書
木
簡
ω
が
出
土
し
て
い
る
。

一
一　
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪

（第
二
八
九
次
調
査
）

二
条
条
間
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七
一
〇
〇

ω

　

「
中
上

生
マ
豊
□

□
　
　
□
」
　

　

｝り受
ｅ
Ｗ
伽
霞

「美
濃
国
片
県
郡
□
□
〔神
ヵ
〕

「　
　
　
　
　
　
　
　
□
回

（
３

９

×
淫

×
∞
　
ｏ
‘

日等 日

①

　

「□
　
□

齢
一ヵ席
　
小
鉾
一柄

□
二
□
　
」

］μ『益
『溢

ｏ〓

〔
柄
ヵ
〕

東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
九
〇
Ｂ

「口
回
食
三
升
　
右
二
領
人
等
充
□
　
」

「付
大
伴
マ
鳥
万
呂
　
十
七
日
　
午
時
」
　

］Φ受
含
×
∞
霞

□呂異回
カ

名
□
□
□
回

〔
凡
力
〕

⑦

　

国
人
冬
之
俵
」

(9)

「
＜
山
背
国
相
楽
郡
□
□
里
」

「
＜

□
□
国
□
□
□
□
□
郷
戸
主
□

〔
尾
治
亀

愛
知

郡
ヵ
〕

〔
武
義

郡
ヵ
〕
　

　

〔倉
ヵ
〕

い
　
。
「□
□
□
□
□
郷
高
□
里
□

。
「　
　
　
　
　
　
□
亀
元
年

「嬢
縮
醒
稟
ェハ漢
」

名

□
回
□
□
□
□
□
□
□
□

〔庸
米
六
半
ヵ
〕

（
Ｐ
伽
∞
）
×

（
μ
釦
）
×
⇔
　
ｏ
∞
Φ

（
ド

９

×

命

ｅ

×

∞
　

ｏ
曽

岸
⇔
釦
×

］
⇔
×

ヽ
　

ｏ
Ｐ
陣

（
ド
⇔
∞
）
×

（
り
）
×
∞
　
ｏ
∞
Ｐ

（
∞
Φ
）
×
〕
『
×
釦
　
ｏ
Ｐ
ｏ

蕪

Φ
×

含
じ

×
い
　

畠

］

　

３



掘
立
柱
建
物
Ｓ
Ｂ
七
二
九
二
柱
穴

ｍ
　
。
「
＜
丹
波
国
多
紀
郡
宗
マ
ロ

。
「
＜
戸
主
和
（
マ
黒
麻
呂
庸
×
　
　
　
　
　
（懸
ｙ
］叉
明
ｏ毬

Ｓ
Ｄ
七

一
〇
〇
出
土
木
簡
の
中
に
は
、
郷
里
制
下
、
恐
ら
く
神
亀
元
年

（七

二
四
）
と
見
ら
れ
る
年
紀
を
持
つ
も
の
い
が
あ
る
。
ま
た
、
庸
米
付
札
も
見
ら

れ

（⑤
⑥
）、
第
二
人

一
次
調
査
の
二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
出
土

木
簡
と
共
通
す
る
傾
向
が
う
か
が
え
る
。

〓
一　
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪

（第
二
八
二
十
一
〇
次
調
査
）

東
二
坊
坊
間
東
小
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
七

一
一
五

ω

　

「令
申
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（霞
Ｘ
ｅ
Ｘ
卜
霞

②

　

「当
月
人
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（愚
ｙ
∞反
ヽ
Ｂ

①
　
。
「
＜
美
濃
国
安
八
郡
大
田
郷
　
」

〔
日
　
酒
ヵ
〕

・
「
＜
大
□
君
□
口
日
米
六
斗
俵
」

中
∞
中
×

μ
∞
×

崇
　

Φ
∞
∞

⑥
　
「＜□
九
百〔酢
己
日

回

」

宮
作
古
□
□

⑦
　
。
「大
伴
マ
田
毛
流
七
斗
五
升

名
□
　
　
　
□
　
　
□

（天
地
逆
）

〔企
口
ヵ
〕

③
　
・
国
人
部
足
□
　
□

・

＝

廿

土
坑
Ｓ
Ｋ
七
二
七
六

⑪

　

「
＜
参
河
国
宝
飲
郡
度
津
郷
〔酢
酔
冠
斤
大
」

⑩
　
・
回
為
為
□
令
勝
進
進
国
――
日
巳

。
□
為
月
別
流
下
水
□
ロ
ーー
日
巳

llll

建
建
諸
諸
諸
諸
諸
□

東
西
溝
Ｓ
Ｄ
七
二
七
四

⑫

　

「
＜
隠
使
国
智
夫
郡
剛
良
郷
□
□

Ｈ

回

(4)

木
本
村
御
贄
□

「
＜
播
磨
国
鴨
郡

〔
猪
甘
己

「
＜
回
ロ
マ
ロ
六
□

〔
鯛
ヵ
〕

（
Ｐ
Ｐ
『
）
×
Ｎ
伽
×
卜
　
ｏ
∞
Φ

（
∞
］
）
×
Ｐ
∞
×
∞
　
ｏ
∞
Ｐ

解
Ｐ
『
×

μ
Φ
×

∞
　

ｏ
∞
］

　

　

４

一

（
Ｐ
伽
⇔
）
×

（
ド
ヽ
）
×
釦
　
ｏ
伽
申

６

じ

×

含

ｅ

×

伽
　

ｏ
饂

牌
ヽ
釦
×

］
Ｐ
×

］
　

ｏ
∞
］

含
⇔
⇔
）
×
Ｐ
⇔
×
Ｐ
　
ｏ
Ｐ
Φ

（
Ｓ
ｅ

×
命
ｅ

×
⇔
　
ｏ
解

（
∞
『
）
×
］
Φ
×
∞
　
Φ
∞
Φ

Ｓ
Ｄ
七

一
一
五
出
上
の
も
の
で
は
、
村
を
単
位
に
貢
納
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

贄
の
付
札
０
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
郡
郷
里
制
施
行

（七
一
七
年
）
以
後



1997年出上の木簡

(6) (5)に )

の
美
濃
国
の
お
そ
ら
く
庸
米
付
札
と
み
ら
れ
る
も
の
①
、
播
磨
国
の
付
札
い
が

あ
る
。
Ｓ
Ｋ
七
二
七
六
か
ら
は
参
河
国
の
付
札
ω
や
、
習
書
な
ど
が
、
Ｓ
Ｄ
七

二
七
四
か
ら
は
隠
伎
国
の
付
札
⑫
な
ど
が
出
上
し
た
。
付
札
は
両
者
と
も
郡
郷

里
制
以
後
の
も
の
で
あ
る
。

四
　
右
京
三
条

一
坊
三

・
四
坪

（第
二
人
八
。
二
九
〇
次
調
査
）

朱
雀
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
二
六
〇
〇

ω

君

静
ヵ〕

名
内
舎
人
尊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ｄ
溢
粟
釦
ｏ壱

⑦

　

□
波
米
五
斗
＜
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（牌こ
巡
実
い
ｏ毬

①
ｌ
ω
が
第
二
人
八
次
調
査
、
⑤
ｌ
Ｏ
が
第
二
九
〇
次
調
査
出
土
分
で
あ
る
。

①
は
、
召
文
で
あ
る
。
下
端
は
折
れ
て
い
る
。
②
は
、
備
中
国
下
道
郡
の
、

０
は
備
後
国
西
良

（世
羅
）
郡
の
米
の
付
札
で
あ
る
。

①
は
隠
伎
国
周
吉
郡
の
軍
布

（メ
）
の
付
札
、
⑥
は
阿
波
国
の
ア
ワ
ビ
の
付

札
で
あ
る
。

五
　
左
京
三
条

一
坊
十
四
坪

（第
二
八
二
十
三
次
調
査
）

東
一坊
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
四
九
五
一

ω
　
ｏ
「
　
　

〔申
　
侍
己
　
口
日
日

日
日
□

主
蔵
監
□
宿
□
　
　
日
日
日

日
日
□

『□
旦
＝

婆

国

」

（重
書
）

〔
イ
彰
躙
〕

」　　　∞ｏｏ×
∞Φ）〈卜　　Ｏμ騨

「少
録
正
六
位
上

日

□

「玉
様

「
＜
米
七
俵

６

じ

×

６

じ

×

］

⇔
解

含

μ
じ

×

牌
岸
×

卜
　

ｏ
Ｐ
∽

（
Ｅ

じ

×

く

×

伽
　

ｏ
∞
Φ

主
蔵
監
が
所
管
の
春
宮
坊
に
対
し
て
宿
直
者
の
名
を
報
告
し
た
文
書

　

４

。
「
『聯
平
□
□
□
』

図
　
Ｌ
下
道
〔印
肥
臥
酢
剛
里
下
道
臣
三
止
」

「□
□
米
六
斗

「
＜
備
後
国
西
良
郡
口
□
米

「
＜
同
Ｈ
日
日
日

日
日
Ｈ
Ｈ
□

犬
養
マ

「
＜
鵬
マ伎
瀬
期
瑞
棚
縮
痢
潮
粘
嘲
狸
＜
」

「
＜
阿
波
国
生
腹
五
十
貝
」

牌
⇔
釦
×

］
μ
×

卜
　

ｏ
Ｐ
］

（
Ｐ
Ｏ
Φ
）
×
（
μ
］
）
×
り
　
ｏ
∞
Φ

（『
］
）
×
（
μ
∞
）
×
∞
　
ｏ
∞
Ｐ

μ
］
∞
×

］
ω
×

ω
　

ｏ
∞
ド

μ
］
⇔
×

］
∞
×

∝
　

ｏ
∞
］

ぽ 141(3)



木
簡
で
あ
る
。
春
宮
坊
関
係
の
木
簡
は
、
第
三
二
次
調
査
に
お
い
て
検
出
し
た
、

こ
の
溝
の
上
流
に
あ
た
る
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
、
及
び
こ
れ
に
合
流
す
る
三
条
大
路

北
側
溝
Ｓ
Ｄ

一
二
五
〇
、
宮
内
の
排
水
の
た
め
の
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
な
ど

か
ら
奈
良
時
代
後
半
の
も
の
が
出
土
し
て
い
る

（『平
城
宮
木
簡
』
一じ
。
ま
た
、

第
三
二
次
調
査
区
の
北
方
に
あ
た
る
第

一
〇
四
次
調
査
で
も
、
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一

の
小
子
門
を
越
え
た
宮
内
の
上
流
部
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
二

三
六
か
ら
、
や
は
り
奈
良
時
代
後
半
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
春
宮
坊
関
係
木
簡

が
出
土
し
て
い
る

（『平
城
宮
発
掘
説
査
出
土
木
簡
概
報
』
一
一
じ
。
さ
ら
に
そ
の
上

流
、
造
酒
司
推
定
地
の
南
を
調
査
し
た
第
二
五
九
次
調
査
で
も
、
宮
内
道
路
南

側
溝
Ｓ
Ｄ

一
一
六
〇
〇
か
ら
同
様
の
奈
良
時
代
後
半
の
も
の
が
出
土
し
て
い
る

（本
誌
第

一
人
号
）。
今
回
の
第
二
人
三
十
二
次
調
査
出
上
の
い
は
、
年
代
を
考

え
る
手
が
か
り
が
な
く
、
以
前
に
出
土
し
た
も
の
と

一
連
の
も
の
か
否
か
は
確

定
で
き
な
い
。
ど
こ
で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
も
検
討
を
要
す
る
。

②
に
見
え
る
少
録
は
、
八
省
ま
た
は
省
レ
ベ
ル
の
官
司
の
第
四
等
官
で
あ
る

が
、
記
載
さ
れ
て
い
る
正
六
位
上
の
位
階
は
八
省
少
録
の
相
当
位
で
あ
る
正
入

位
上
よ
り
高
い
。
①
は
玉
の
た
め
し
（見
本
）
の
付
札
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
九
人
―

Ⅲ
』
（
一
九
九
八
年
）

同

『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
三
四

（
一
九
九
八
年
）
（古
尾
谷
知
浩
）

平
城
京
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪
出
上
の
墨
書
土
器

平
城
京
左
京
二
条
二
坊
十

一
坪
の
調
査

（奈
文
研
第
二
人
三
十

一
六
次
。

調
査
位
置
は
二
五
買
参
昭
じ

で
、
「花
寺
」
と
書
か
れ
た
墨
書
土
器
が
出
土

し
た
。
墨
書
は
、
奈
良
時
代
中
頃
の
建
物
の
柱
抜
取
穴
か
ら
出
土
し
た
須

恵
器
杯
の
底
部
に
書
か
れ
て
い
る
。

十

一
坪
は
二
条
条
間
路
を
挟
ん
で
阿
弥
陀
浄
土
院
推
定
地
の
南
に
隣
接

し
、
今
回
の
墨
書
土
器
も
法
華

（花
）
寺
と
の
関
連
を
想
起
さ
せ
る
。
た

だ
、
十

一
坪
に
は
奈
良
時
代
後
半
に
正
殿

・
東
西
脇
殿

。
後
殿
か
ら
な
る

大
規
模
な
施
設
が
置
か
れ
、
回
廊
に
囲
ま
れ
た
特
異
な
建
物
配
置
を
と
る

南
側
の
十
坪
と

一
体
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

十

・
十

一
坪
は
ま
た
平
城
宮

。
京
で
緑
釉
瓦
が
最
も
濃
密
に
分
布
す
る
地

域
で
も
あ
る
。

同
じ
坪
内
の
別
の
調
査
で
は

木
簡
も
出
土
し
て
お
り

（本
誌

平
城
京
跡
ω
二
・
一こ
、
今
回
の

墨
書
土
器
と
も
ど
も
、
そ
の
性

格
を
め
ぐ
る
議
論
に

一
石
を
投

じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（渡
辺
晃
宏
）


